
社会福祉法人北信福祉会役員等報酬規程 
 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、社会福祉法人北信福祉会の定款第８条及び第２３条の規

定に基づき、役員及び評議員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等

という。 

 

（理事及び監事の報酬の額） 

第３条 理事及び監事に対して報酬の額は、一人当たり各年度の総額が２００，

０００円を超えない範囲とする。 

 

（理事会及び評議員会の出席報酬） 

第４条 理事が理事会又は評議員会に出席したときは、報酬を支給しないもの

とする。 

なお、同日に併せて法人の業務を行った場合は、第５条の報酬はこれを支

払わないものとする。 

２ 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、日額１０，０００円の報酬

を支払うものとする。 

  なお、同日に併せて法人の業務を行った場合であっても、第５条の報酬は

これを支払わないものとする。 

３ 評議員が評議員会に出席したときは、日額２０，０００円の報酬を支払う

ものとする。 

また、同日にあわせて法人の業務を行った場合は、第５条の報酬はこれを

支払わないもとする。 

４ 費用弁償については、別に定める。 

 

（役員及び評議員の勤務報酬） 



第５条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営

のための業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うものとする。 

２ 理事が理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及

び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うも

のとする。ただし、理事が職員と兼務がない場合においてのみ支払うことが

できるものとする。 

３ 評議員が評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運

営のための業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うものとする。 

４ 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査へ

の立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表１によ

り報酬を支払うものとする。 

５ 費用弁償については、別に定める。 

 

（報酬の支給方法） 

第６条 報酬は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、

本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。 

 

（出張旅費） 

第 7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、日額１０，００

０円の報酬を支給するものとする。 

２ 業務遂行に必要な経費及び旅費等は、別に定める。 

 

（兼務役員） 

第８条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職

務に限り、この規程を適用することができる。 

 

（受賞祝金） 

第９条 役員等が社会福祉事業等に関する功労により、厚生労働大臣、都道府

県知事、市町村長の功労表彰又は国の叙勲、報奨制度の基づく叙勲、褒章を

受けたとき及び理事長が指定した褒章等を受けたときは、別表２に定めた祝

金を支給する。 



（傷病見舞金） 

第 10条 役員等が傷病により入院が継続して２週間以上に及んだときは、別表

２に定める傷病見舞金を支給する。 

 

（災害見舞金） 

第 11条 役員等が火災、水害その他の災害を受けたときは、別表２に定める災

害見舞金を支給する。 

 

（慶弔金） 

第 12条 役員等が死亡したときは、別表３の定めにより相続人に慶弔金を支給

する他、葬儀に際して生花及び弔電を供えることができる。 

 

（親族への香華料） 

第 13条 役員等の親族等が死亡したときは、別表３に定める香華料を支給する

他、葬儀に際して生花及び弔電を供えることができる。 

 

(公表) 

第 14条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59条第１項２号に定

める報酬の支給の基準として公表する。 

 

（補則） 

第 15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、

別に定める。 

 

(改廃) 

第 16条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年６月５日（定時評議員会の議決日）から施行する。 

 一部改正 平成３１年１月１５日 

 



別表１ 

名      称 報   酬 備  考 

理 事 長 業 務 報 酬 報酬なし  

理 事 業 務 報 酬 報酬なし  

評 議 員 業 務 報 酬（日

額） 
２０，０００円  

監 事 監 査 指 導 報 酬（日

額） 
１０，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

対象者 支給基準 金 額 備考 

受賞祝金 

ア 厚生労働大臣、都道府県知

事、市町村長等表彰受賞等

のとき 

イ 国の報奨制度による褒章

受章のとき 

ウ 理事長が指定した褒章 

 

３０，０００円 

 

 

５０，０００円 

 

５０，０００円 

以内 

 

 

 

 

 

 

理事長

の判断 

 

 

 

 

 

傷病見舞金 

ア 私傷病見舞金 

イ 業務上の傷病による見舞

金（通勤災害含む） 

 

３０，０００円 

 

災害見舞金 被害の程度による 
５０，０００円 

以内 

 

別表３ 

対 象 者 報   酬 備  考 

理事長、業務執行理事 １００，０００円 

弔電・生花 

その他の役員 ５０，０００円 

 

別表４ 

対 象 者 報   酬 備  考 

配偶者、父母、子 ３０，０００円 

弔電・生花 配偶者の父母 １０，０００円 

祖父母 １０，０００円 



 


